
 

 

議案第６５号 

 

専決処分の承認について《令和７年度京丹後市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）》 

 

令和７年度京丹後市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条

第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。  

 

令和８年５月１８日提出 

 

京丹後市長 中 山  泰 



 

 

議案第６５号 

 

 

 

 

 

令和７年度 

 

後期高齢者医療事業特別会計補正予算書 

（第２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都府京丹後市  
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専決第１７号 

 

   専決処分書 

 

 令和７年度京丹後市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）について、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

  令和８年３月３１日 

 

                    京丹後市長   中 山  泰    

 

 

 

令和７年度京丹後市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 

 

 

 令和７年度京丹後市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１２，４９３千円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１，０６３，８２５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 令和８年３月３１日専決 

 

                            京丹後市長   中 山  泰 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3 -



1

1

1

1

2

4

                      歳             入             合             計

延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料

償 還 金 及 び 還 付 加 算 金

雑 入

5 繰 越 金

繰 越 金

6 諸 収 入

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料

4 繰 入 金

一 般 会 計 繰 入 金

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳  入

款 項

1 保 険 料
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777,601 △14,803 762,798

777,601 △14,803 762,798

288,436 △5,137 283,299

288,436 △5,137 283,299

1,912 4,936 6,848

1,912 4,936 6,848

6,904 2,511 9,415

50 192 242

2,510 △280 2,230

4,343 2,599 6,942

1,076,318 △12,493 1,063,825

（単位：千円）

補 正 前 の 額 補    正    額 計
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1

2

1

1

1

1

1

                      歳            出            合            計

予 備 費

5 諸 支 出 金

償 還 金 及 び 還 付 加 算 金

6 予 備 費

特 定 健 康 診 査 等 事 業 費

4 公 債 費

公 債 費

2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金

後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金

3 保 健 事 業 費

1 総 務 費

総 務 管 理 費

徴 収 費

歳  出

款 項
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18,269 △2,105 16,164

14,559 △1,452 13,107

3,710 △653 3,057

1,053,338 △11,327 1,042,011

1,053,338 △11,327 1,042,011

1,247 △259 988

1,247 △259 988

40 0 40

40 0 40

2,510 △271 2,239

2,510 △271 2,239

914 1,469 2,383

914 1,469 2,383

1,076,318 △12,493 1,063,825

（単位：千円）

補 正 前 の 額 補    正    額 計
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歳　　入　　合　　計 1,076,318

4 繰 入 金 288,436

5 繰 越 金 1,912

6 諸 収 入 6,904

１　総　括

歳　入

款 補  正  前  の  額

1 保 険 料 777,601

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
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△14,803 762,798

△5,137 283,299

4,936 6,848

2,511 9,415

△12,493 1,063,825

（単位：千円）

補    正    額 計 備  　　    考
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18,269 △2,105

1,053,338 △11,327

1,247 △259

40 0

2,510 △271

914 1,469

1,076,318 △12,493歳　　出　　合　　計

6 予 備 費

1 総 務 費

2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金

3 保 健 事 業 費

4 公 債 費

5 諸 支 出 金

歳  出

款 補正前の額 補 正 額
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16,164 0 0 △2,237 132

1,042,011 0 0 △14,803 3,476

988 0 0 △261 2

40 0 0 △40 40

2,239 0 0 △280 9

2,383 0 0 0 1,469

1,063,825 0 0 △17,621 5,128

（単位：千円）

計

補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳　

特　　　定　　　財　　　源

国府支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

備　　　　考
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1 保険料 777,601 △14,803 762,798

1 後期高齢者医療保険料 777,601 △14,803 762,798

1 特別徴収保険料 516,649 △19 516,630

2 普通徴収保険料 260,952 △14,784 246,168

4 繰入金 288,436 △5,137 283,299

1 一般会計繰入金 288,436 △5,137 283,299

1 事務費繰入金 13,749 △5,137 8,612

5 繰越金 1,912 4,936 6,848

1 繰越金 1,912 4,936 6,848

1 繰越金 1,912 4,936 6,848

6 諸収入 6,904 2,511 9,415

1 延滞金加算金及び過料 50 192 242

1 延滞金 50 192 242

2 償還金及び還付加算金 2,510 △280 2,230

1 保険料還付金 2,500 △280 2,220

4 雑入 4,343 2,599 6,942

2 雑入 4,342 2,599 6,941

２　歳　入

款　　　　　　項　　　　　　目 補正前の額 補 正 額 計
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（単位：千円）

金　額

1 特別徴収保険料現 △19 特別徴収保険料現年度分 △19

年度分

1 普通徴収保険料現 △15,474 普通徴収保険料現年度分 △15,474

年度分

2 普通徴収保険料滞 690 普通徴収保険料滞納繰越分 690

納繰越分

1 事務費繰入金 △5,137 事務費繰入金 △5,137

1 前年度繰越金 4,936 前年度繰越金 4,936

1 延滞金 192 延滞金 192

1 保険料還付金 △280 保険料還付金 △280

1 雑入 2,599 京都府後期高齢者医療広域連合健康診査事業費補助金 △90

京都府後期高齢者医療広域連合事務経費補助金 3,307

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ基盤改革支援補助金 △618

004 後期高齢者医療事業特別会計

節

区　分
説　　明
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国府支出金 地 方 債 そ の 他

1 総務費 18,269 △2,105 16,164 △2,237 132

1 総務管理費 14,559 △1,452 13,107 △1,533 81

1 一般管理費 14,559 △1,452 13,107 △1,533 81

△4,222

2,689

3,307

△618

2 徴収費 3,710 △653 3,057 △704 51

1 徴収費 3,710 △653 3,057 △704 51

△704

△704

2 後期高齢者 1,053,338 △11,327 1,042,011 △14,803 3,476

医療広域連

合納付金

1 後期高齢者 1,053,338 △11,327 1,042,011 △14,803 3,476

医療広域連

合納付金

1 後期高齢者 1,053,338 △11,327 1,042,011 △14,803 3,476

医療広域連

合納付金

△14,803

△19

△15,474

690

3 保健事業費 1,247 △259 988 △261 2

1 特定健康診 1,247 △259 988 △261 2

査等事業費

1 特定健康診 1,247 △259 988 △261 2

査等事業費

△171

△171

△90

繰入金

　事務費繰入金

諸収入

　普通徴収保険料滞納繰越分

保険料

　特別徴収保険料現年度分

　普通徴収保険料現年度分

繰入金

　事務費繰入金

諸収入
　京都府後期高齢者医療広域連合事務経費補助金

　ﾃﾞｼﾞﾀﾙ基盤改革支援補助金

繰入金

　事務費繰入金 △4,222

３　歳　出

款　項　目 補正前の額 補 正 額 計

補   正   額   の   財   源   内   訳

特    定    財    源
一般財源
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（単位：千円）

1 報 酬 △48 一般管理費 △1,452

11 役 務 費 △1,141

18 負担 金 ､ 補助 △263

及 び 交 付 金

10 需 用 費 △151 徴収費 △653

11 役 務 費 △502

18 負担 金 ､ 補助 △11,327 保険料納付金 △11,327

及 び 交 付 金

12 委 託 料 △259 短期総合機能検査事業 △259

004 後期高齢者医療事業特別会計

節

区　  分 金　  額
説　　明
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国府支出金 地 方 債 そ の 他

△90

4 公債費 40 0 40 △40 40

1 公債費 40 0 40 △40 40

2 利子 40 0 40 △40 40

△40

△40

5 諸支出金 2,510 △271 2,239 △280 9

1 償還金及び 2,510 △271 2,239 △280 9

還付加算金

1 保険料還付 2,500 △271 2,229 △280 9

金

△280

△280

6 予備費 914 1,469 2,383 1,469

1 予備費 914 1,469 2,383 1,469

1 予備費 914 1,469 2,383 1,469

諸収入

　保険料還付金

繰入金

　事務費繰入金

　京都府後期高齢者医療広域連合健康診査事業費補助金

款　項　目 補正前の額 補 正 額 計

補   正   額   の   財   源   内   訳

特    定    財    源
一般財源
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22 償還 金 ､ 利子 △271 保険料還付金 △271

及 び 割 引 料

予備費 1,469

004 後期高齢者医療事業特別会計

節

区　  分 金　  額
説　　明
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議案第６５号

　令和7年度後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第2号）説明資料

　

　

01　保険料 01　総務費

 １ 　後期高齢者医療保険料 1 　総務管理費

　（1）特別徴収保険料

　（2）普通徴収保険料 2 　徴収費

04　繰入金 　

 １ 　一般会計繰入金 02　後期高齢者医療広域連合納付金

　（1）事務費繰入金  １ 　後期高齢者医療広域連合納付金

（1）後期高齢者医療広域連合納付金

05　繰越金

1 　繰越金

　（1）繰越金 03　保健事業費

 １ 　特定健康診査等事業費

06　諸収入

1 　 延滞金加算金及び過料

　 　（1）延滞金 05　諸支出金

2 　償還金及び還付加算金  １ 　償還金及び還付加算金

　（1）保険料還付金

4 　雑入

　 　（2）雑入 06　予備費

 １ 　予備費

補正額 補正額

　

　【主な収入内訳】 　【主な支出内訳】

補正額 （補正後予算額） 補正額 （補正後予算額）

△ 14,784千円 ( 246,168千円 )

△ 14,803千円 762,798千円 △ 2,105千円 ( 16,164千円 )

△ 19千円 ( 516,630千円 ) （1）一般管理費 △ 1,452千円 ( 13,107千円 )

（1）徴収費 △ 653千円 ( 3,057千円 )

△ 5,137千円 ( 283,299千円 )

△ 11,327千円 ( 1,042,011千円 )

△ 5,137千円 ( 8,612千円 )

△ 11,327千円 ( 1,042,011千円 )

4,936千円 ( 6,848千円 )

4,936千円 ( 6,848千円 )

△ 271千円 ( 2,239千円 )

△ 259千円 ( 988千円 )

2,511千円 ( 9,415千円 )

192千円 ( 242千円 )

( 2,229千円 )

（1）特定健康診査等事業費 △ 259千円 ( 988千円 )

( 2,383千円 )

2,599千円 ( 6,941千円 )

△ 280千円 ( 2,220千円 )

1,469千円 ( 2,383千円 )

1,469千円

（1）保険料還付金 △ 271千円

△ 12,493千円 ( 1,063,825千円 ) △ 12,493千円 ( 1,063,825千円 )


